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建設業労働災害防止協会
JCOSHA

全国安全週間実施要領全国安全週間実施要領

令和８年度の全国安全週間を迎えるに当たりご挨拶を申し上げます。
この全国安全週間は昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」を基本理念として、一度も中断
することなく続けられ、本年で99回目を迎えます。本週間は、我が国における労働災害防止活動の推
進に欠かせないものであり、労働者の安全意識の高揚及び安全活動の定着に貢献してまいりました。
現在の建設業を取り巻く環境は、地球規模の気候危機の最たる例である酷暑期間の長期化や、激甚化・
頻発化する自然災害の猛威にさらされ、年々厳しさを増しております。一方で、自然災害が発生した際
には、“地域の守り手”として真っ先に復旧・復興に携わるとともに、また昨今老朽化が進む公共イン
フラの整備・更新など、我々建設業の果たすべき役割と国民からの期待はますます大きくなっています。
このような状況で、建設業が将来にわたり「憧れの産業」として社会から信頼され、安定的に発展し
続けていくためには、建設工事に従事する全ての方々が、安全で安心して働くことのできる魅力ある職
場環境を早急に整備しなければならないことは明白です。
会員各位をはじめとする関係者による弛まぬご努力により、建設業における労働災害の発生件数、被
災者数は長期的に見れば減少傾向にあります。参考までに、令和８年３月の労働災害発生状況の速報値
によれば、建設業における休業４日以上の休業災害は13,215人で、前年比3.3％の減少、死亡災害は
前年に比べて17人減少の209人となりました。
しかしながら、全産業に占める建設業における労働災害の割
合は依然として3割台と高水準で推移しており、特に墜落・転
落災害については、足場や開口部からの墜落災害の増加に伴い、
死亡災害に占める割合が、33.2％（226人のうち75人）から、
42.1％（209人のうち88人）へと大幅に増加するなど、極めて
深刻な状況になっていることを、関係者一同改めて強く認識す
る必要があります。
当協会といたしましても、今年度が計画期間の４年目に当た
る「第９次建設業労働災害防止５か年計画」の目標達成に向け、
各種事業活動に積極的に取り組んでまいりますので、会員各位
におかれても前述の災害防止活動の目的をご理解の上、引き続
きの力強いご協力をお願い申し上げます。
令和８年度全国安全週間に際し、準備期間及び本週間におい
て取り組むべき事項をまとめた本実施要領を参考に、経営トッ
プの強力なリーダーシップの下、関係者が一丸となって現場で
の自主的な安全衛生活動をさらに推進されますようお願いし、
協会からの挨拶とさせていたただきます。

令和８年6月
建設業労働災害防止協会
会長　　今　井　雅　則

№ 1　佐々木　美玲
№ 760101

◉ 準備期間：６月１日～30日　　◉ 本週間：7月１日～７日

会長メッセージ

多様な人材　全員参加　みんなで育てる安全職場

〜 令和８年度スローガン 〜

令和８年度
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　本年度の全国安全週間は、厚生労働省の「令和８年度全国安全週間実施要綱」に基づき、6月1日から30日
までを準備期間、7月1日から7日までを本週間として、下記のスローガンのもとに展開される。

「多様な人材　全員参加　みんなで育てる安全職場」
　この全国安全週間を契機に、経営トップの明確な方針のもと、店社と作業所が緊密に連携して安全衛生水準の
一層の向上を図り、実効ある安全衛生管理活動を実施する。

　会員は、本実施要領をもとに企業の実態に即した実施計画を作成し、積極的に推進する。安全衛生活動の実施
に当たっては、「建設業労働災害防止規程」、「第９次建設業労働災害防止５か年計画」及び「令和８年度建設業
労働災害防止対策実施事項」に定める「建設現場における主要災害防止の具体的対策」等を活用する。

Ⅰ 趣　旨

Ⅱ 会員が実施する事項

準備期間（６月 1 日～ 30 日）の実施事項

□チェックを入れて、実施する項目を確認しましょう！

第 9次建設業労働災害
防止５か年計画

厚生労働省
全国安全週間実施要綱

建設業労働災害
防止規程

令和８年度建設業労働
災害防止対策実施事項

実施内容
１　経営トップ等による現場安全点検等の実施
□
□
□
□

①　安全衛生管理体制の構築状況及び安全衛生教育等の実施状況を確認
②�　安全パトロール等により、現場の労働安全衛生関係法令及び社内の安全衛生規程等の遵守状況の総点検を実施
③�　経営トップ等による安全訓示等を通じて、関係者の意思を統一し、安全意識を高揚
④　ホームページ等を通じて、自社の安全活動等を社会に発信

２　リスクアセスメントの確実な実施
□
□

①�　設計段階、計画段階等においてリスクアセスメントを実施し、その結果に基づくリスク低減措置の実施状況を確認
②�　リスクアセスメント実施に必要な機械等の仕様書、災害事例等の情報を入手し、その結果を作業計画・作業手順書、安全
工程打合せに反映し、その実施を確認

３　建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）の導入と実施
□
□
□

①�　「コスモスガイドライン」に基づいてシステムを導入し、その実施を通じてPDCAサイクルを確立
②�　関係作業者に対して、システムの理解促進のため「コスモスガイドライン」の教育等を実施
③　内部監査を実施し、改善

４　墜落・転落災害の防止（三大災害の絶滅）※重点的に取り組む
□

□

□

□

□
□
□

□

①�　設計段階、計画段階等において、高所作業が不要となる工法を採用する等の
危険有害作業の廃止・変更等の本質的対策、手すりの設置等の設備面の工学的
対策、現場ルールの設定・遵守等の管理的対策、保護具の使用による対策の順
に優先度を付けて検討し、フェールセーフ及びフールプルーフ思想に基づき重
層的に実施
②�　高所作業における作業床・手すり等の設置、その設置が困難な場合の防網（安
全ネット等）や安全帯取付設備の設置を徹底
③�　「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」に基づき屋根、は
しご・脚立からの墜落・転落防止対策を実施
④�　使用状況に合わせた適切な安全帯の選定・使用前点検の実施・確実な使用、
併せてフックの掛け替えが必要な場合は、二丁掛け安全帯を使用
⑤　作業主任者、作業指揮者は、安全帯の使用状況を監視
⑥　フルハーネス型安全帯を使用する場合には、特別教育を受講
⑦�　法定の措置に加え、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に
示されている「安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安
全な措置」等について」に基づく措置を実施
⑧�　足場の組立て等においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
基づく「手すり先行工法」や、十分な安全対策を盛り込んだ「大組、大払工法」
等を積極的に採用し、作業主任者・作業指揮者は、作業手順を周知徹底し、作
業状況を確認

「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止
標準マニュアル」

「手すり先行工法等に関するガイドライン」
（令和 5年 12月改正）
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□

□

□

□

⑨�　足場の点検（悪天候等後、地震後、足場の組立後・一部解体後・変更後）は、足場
点検実務者研修等の修了者から点検者を指名し、確実に点検を実施したあとに、点検
者の氏名を含めた点検記録を保存
　　足場使用者が、作業開始前に、足場点検を確実に実施
⑩�　開口部や作業床の端には、手すり・中さん等を設置し、注意喚起を表示する等、「見
える化」を推進
⑪�　足場設置場所の幅が１m以上ある場合は、本足場を使用（設置幅が１m未満であっ
ても可能な限り本足場を使用）
⑫�　低所作業においても適正な保護帽の着用を徹底するとともに、はしご、脚立を使用す
るときは、リーフレット「はしごを使う前に／脚立を使う前に」に基づく措置を実施

５　建設機械・クレーン等災害の防止（三大災害の絶滅）
□
□
□
□
□

□
□
□
□

①�　作業条件に応じた適切な機械の選定等のリスク低減措置を盛り込んだ作業計画・作業手順書を作成し、その実施を徹底
②　車両系建設機械・クレーン等の転倒及び転落災害防止対策を徹底
③　運転席では、シートベルトを完全着用
④�　作業範囲内への立入禁止措置や作業指揮者・誘導者の配置等、はさまれ・巻き込まれ、激突され災害防止対策を徹底
⑤�　センサー機能による危険感知システムや転倒時等における運転者の保護構造（ROPS等）の採用等、遠隔操作や無人化施
工等により、建設機械・クレーン等の本質安全化を推進
⑥　荷のつり上げ作業時は、荷姿や玉掛け状況を確認し、つり荷の下への立入禁止措置を徹底
⑦　法定有資格者による、車両系建設機械・クレーン等の運転及び玉掛け・玉はずし作業を徹底
⑧　玉掛け作業の際には、「３・３・３運動」を実施（30cm地切り、３秒以上停止、３m荷から離れる）
⑨　定期自主検査及び作業開始前点検の実施を徹底

６　崩壊･倒壊災害の防止（三大災害の絶滅）
□

□

□
□

□

①�　建築物等の解体工事は、構造物の事前調査に基づく解体工法・作業順序・控えの設
置方法等、リスク低減措置を盛り込んだ作業計画・作業手順書を作成し、その実施を
徹底
②�　足場等は、強度及び風荷重を検討の上、壁つなぎ・控え・筋かい・水平つなぎを十
分に設ける等、倒壊防止対策を徹底　
③　上下水道等の溝掘削工事等においては、「土止め先行工法」を実施
④�　「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を遵守、
特に「切羽への立入禁止措置」、「肌落ち防止計画の作成」、「切羽監視責任者の選任」
を確実に実施
⑤�　斜面掘削作業における崩壊のおそれのある作業場所での日常及び変状時点検、点検
者への教育の実施等「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」を
遵守

７　転倒災害の防止
□
□
□

□
□

①�　作業通路の段差等の解消、すべり止め等の措置を実施
②　転倒危険箇所の表示等、危険の「見える化」を実施
③�　４S活動（整理･整頓･清掃･清潔）及び照度の確保を徹底し、作業床、通路等の安
全を維持
④　転倒災害防止のためのチェックリストを活用して安全点検を実施
⑤　「高年齢者の労働災害防止のための指針」に基づく、職場環境の改善

８　交通労働災害の防止
□

□
□

□
□
□

①�　適正な労働時間管理、長時間運転の禁止、交通ハザードマップ等を活用した最適な
運行計画の作成等による運行管理を実施
②　疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼を実施
③�　運転前後の運転者に対してアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し、そ
の結果を記録、保存
④　運行管理者・安全運転管理者を確実に選任し、職務の遂行を徹底
⑤　運転中のカーナビや携帯電話の操作等のながら運転を厳禁
⑥　運転日前日における睡眠時間確保の重要性などについて、交通安全教育を実施

９　不安全行動による災害の防止
□
□
□
□
□

①　危険軽視の行動を「黙認しない、見逃さない、妥協しない」職場風土づくりを推進
②�　「危険予知活動」、「ヒヤリ・ハット報告活動」、「ひと声かけあい運動」等を積極的に実施
③　安全衛生教育を徹底し、「近道・省略行為」等のルール違反行為を禁止
④　現場の危険箇所の「見える化」を推進
⑤　不安全行動を防止するため災害事例を用いた教育を実施

「斜面崩壊による労働災害の
防止対策に関するガイドラ
イン」

「高年齢者の労働災害防止の
ための指針」

「あなたの職場は大丈夫？転
倒の危険をチェックしてみ
ましょう」
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10　安全衛生教育の実施
□
□
□

□

①　「雇入れ時教育」、「送り出し教育」、「新規入場者教育」等の安全衛生教育を実施
②�　建設従事者に対する危険体感教育（安全帯ぶら下がり、車両系建設機械等の死角確認、VRの活用等）を実施
③�　危険有害業務従事者に対する特別教育を確実に実施、職長・安全衛生責任者、作業主任者、危険有害業務技能講習修了者等
に対して能力向上教育を実施
④　外国人作業者に確実に理解させる安全衛生教育を実施

11　職業性疾病の防止
□

□

□

□

□
□
□
□

□

①�　建築物等の解体・改修工事は、建築物石綿含有建材調査者が石綿の使用有無を事前
に調査、石綿ばく露防止対策を確実に実施
②�　工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事は、有資格者が石綿の使用有無を事前
に調査、石綿ばく露防止対策を確実に実施
③�　橋梁の塗装のかき落とし作業における鉛、クロム、PCB等の有害物へのばく露防止
対策を徹底
④�　金属等の研磨作業、金属アーク溶接作業、コンクリート等のは
つり・解体作業等は、粉じん障害防止対策を徹底
⑤　溶接ヒューム（特定化学物質）による健康障害防止措置を徹底
⑥　酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等の防止対策を徹底
⑦　腰痛及び振動障害の予防対策を徹底
⑧�　粉じん作業においては、粉じん保護具着用管理責任者を選任し、
作業環境に応じた適切な保護具の使用及び保守管理を徹底 
⑨�　リスクアセスメント対象物を取り扱う作業での化学物質管理者
の選任と、建災防が作成した「建設業における化学物質取扱作業
リスク管理マニュアル」の積極的な活用、保護具着用管理責任者
による有効な保護具の選択、使用状況の管理等を徹底

12　熱中症の防止

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

「職場における熱中症防止のガイドライン」に基づく令和8年 「STOP ！ 熱中症　クール
ワークキャンペーン」の推進
①�　事業主は、衛生管理者等を中心に労働衛生管理体制を確立
②�　作業場所の暑さ指数（WBGT値）を把握し、熱中症リスクを評価し、作業時間の短
縮等のリスク低減措置を検討
③�　研修を受講した者等必要な熱中症の知識を有する職長等を中心として作業時の熱中
症予防を実施
④�　作業に応じて、適用すべき暑さ指数（WBGT値）の基準値を決定し、併せて衣類に
関し暑さ指数WBGT値に加えるべき着衣補正値の有無を確認
⑤�　「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
⑥�　熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
　ア　現場の緊急連絡網、緊急搬送先となる医療機関の連絡先及び所在地等を周知
　イ�　作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために
必要な措置の実施手順を作成し、関係作業者に周知

⑦�　WBGT基準値を超えるおそれのある場所で作業を行うことが予定されている場合に
は、冷房設備の設置等の設備対策を検討し、その実施状況を確認
⑧　作業場所の近くに冷房を備えるか又は日陰等の涼しい休憩場所を確保
⑨�　作業場所の暑さ指数（WBGT値）を把握し、熱中症リスクを評価し、作業時間の短
縮等のリスク低減措置を実施
⑩�　入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各作業者の暑熱順化の状況を確
認し、作成した暑熱順化プログラムに沿って、暑熱順化不足が疑われる作業者の暑熱
順化を実施
⑪�　WBGT値が高い暑熱環境下で、作業強度を下げる等の対応が困難な場合は、作業開
始前にあらかじめ深部体温を下げるプレクーリングを検討
⑫�　作業場所に冷却水、スポーツドリンク、塩飴を置く等、適宜十分に水分、塩分を補
給できるようにするとともに、摂取状況を確認
⑬�　服装は、透湿性、通気性の良いものの採用に努め、通気性の良い保護帽の後部に日
よけのたれ布を取り付け、送風機付きの服や水冷服の着用を推奨
⑭�　高温多湿下の作業中は、頻繁に職場巡視を行い、作業者の健康状態、水分、塩分の
摂取状況を確認
⑮　朝礼等作業開始前に作業者の体調及び暑熱順化の状況を確認
⑯　退勤後に体調が変化し得ることを注意喚起

13　健康管理の推進
□

□

①�　法令で定める雇入れ時及び定期の健康診断並びに特殊健康診断を実施し、その結果
に基づき必要な措置を実施
②　「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、必要な措置を実施

事前調査の対象範囲等詳し
くは「石綿総合情報ポータ
ルサイト」で確認

令和８年度
クールワーク
キャンペーン実施要綱（別
添「職場における熱中症防
止のガイドライン」

建災防「熱中症予防サイト」

「建設業における化学物質
取扱作業リスク管理マニュ
アル」

「事業場における労働者の健
康保持増進のための指針」

対象範囲は必ず確認

DIC C263
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　本部及び支部は、その地域の実情に応じて次の事項を実施する。
1.�　「建設業労働災害防止規程」、「第９次建設業労働災害防止５か年計画」、「令和８年度建設業労働災害防止対策実施事項」
の周知
2.�　安全衛生に関する広報資料及び最新情報の提供
3.�　建設業の特徴を踏まえた「リスクアセスメント建設業版マニュアル」の普及・定着、リスクアセスメントの確実な実
施の促進
4.�　建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）の周知と導入の促進
5.�　「三大災害絶滅運動」及び「安全施工サイクル運動」の促進
6.�　熱中症予防対策など各種安全衛生教育の推進
7.�　安全・衛生管理士等の専門家による安全衛生活動に対する指導・支援等の推進
8.�　建災防方式健康KY周知、作業者の健康確保対策の推進
9.�　「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」へのずい道等建設工事に従事する作業者の健康管理情報や作業従事歴
の登録の促進
10.�　啓発用ポスター、のぼり、ワッペン等の作成と頒布
11.�　そのほか、本週間にふさわしい安全衛生活動の実施

Ⅲ 協会が実施する事項

本週間（７月１日～７日）の実施事項
１．安全意識の高揚
　（1）経営トップ等による安全についての所信表明
　（2）店社又は作業所単位の安全衛生推進大会等の開催
　（3）優良協力会社や優良な職長等の表彰の実施
　（4）安全衛生責任者や職長等による職場安全懇談会等の開催
　（5）家族みんなで安全衛生の大切さを共有
２．安全活動の実施
　（1）経営トップ等による現場安全パトロール及び職場の総点検の実施
　（2）作業所一斉の工事用機械・設備･保護具等の安全点検
　（3）４Ｓ活動（整理･整頓･清掃･清潔）による作業環境の整備
３．安全衛生教育 ･ 訓練等の実施
　（1）安全衛生に関する勉強会、講演会等の実施
　（2）現場緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
４．「安全の日」の設定のほか、本週間にふさわしい行事の実施

□

□

□
□

③�　「高年齢者の労働災害防止のための指針」に基づき、健康診断や体力チェックにより、
高年齢作業者の健康状態や体力を把握し、状況に応じて適正配置に取り組む
④�　事業主が適正な労働時間を把握し、過重労働による健康障害防止対策を推進し、年
次有給休暇取得を促進（最低年５日）
⑤　「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」への登録を徹底
⑥�　地域産業保健事業、都道府県産業保健支援センター事業、メンタルヘルス対策支援
事業を活用

14　現場におけるメンタルヘルス対策の推進
□

□

□

□

□

①�　安全施工サイクル（安全朝礼、KYミーティング及び巡視等）を活用して、「建災防
方式健康KY」により心身の健康状態を把握し、健康状態に不調を認めた場合には、必
要な措置を実施
②�　50人未満の事業場は、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル（令和8
年2月25日厚生労働省公表）を参照しつつストレスチェックを実施
③�　ストレスチェックの結果に基づき、産業医等が面接指導し、その結果に基づきメン
タルヘルス対策と職場環境改善を実施
④�　建災防本部に設置されているメンタルヘルス対策相談窓口を活用� �
毎週月曜日13時～ 16時（祝日・年末年始を除く）TEL：03–3453–0974
⑤　産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策に関する小規模事業場支援を活用

15　関係請負人（個人事業者等を含む）が実施する対策に対する配慮等
□
□
□

□

①　作業所における個人事業者等を含めた統括安全衛生管理体制を確立
②　安全衛生経費の確保等、関係請負人が安全で衛生的な作業を遂行するために配慮
③�　立入禁止とする必要があるような危険箇所等では、関係請負人に対しても保護具等を
使用する必要がある旨を周知
④�　その他関係請負人が上記１から14までの事項を円滑に実施するための指導・支援

小規模事業場ストレス
チェック制度実施マニュア
ル

「個人事業者等の安全衛生
対策について」
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建設業における労働災害の発生状況（令和８年３月速報値）

交通運輸事業
12人（1.8%）

第三次産業
190人
27.8%

死亡者数
684人

港湾運送業
9人（1.3%）

鉱業
6人（0.9%）

農業、畜産・水産業
41人（6.0%）

林業
25人（3.7%） 陸上貨物

運送事業
77人
11.3%

建設業
209人
30.6%

製造業
115人
16.8%

1 三大災害発生状況

令和７年確定値が厚労省から公表され次第、建災防ホームページに掲載します。

業種別死亡災害発生状況

注１：平成 23 年は、東日本大震災を直接の原因とする死亡災害を除きます。
注２：令和6年、令和7年は翌年3月の速報値です。
注３：新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いています。

死亡者数の推移（昭和33年～令和７年）

資料１
※�割合（％）の合計は端数処理上100％にならない場合があります。

事故の型別死亡災害発生状況

死亡者数
209人

激突され
14人（6.7%）

高温・低温物との
接触
6人（2.9%）

飛来・落下
8人（3.8%）

おぼれ
6人（2.9%）

感電
6人（2.9%）
有害物との接触
6人（2.9%）

転倒
5人（2.4%）

その他
11人（5.3%）

交通事故（道路）
14人（6.7%）

崩壊・倒壊
22人

（10.5%）

はさまれ・
巻き込まれ
23人

（11.0%）

墜落・転落
88人

（42.1%）

墜落・転落災害

死亡者数
88人

整地・運搬・
積込み用機械　
3人（3.4%）
階段、桟橋　
3人（3.4%）

締固め用機械　
2人（2.3%）

不整地運搬車　
2人（2.3%）

その他　
13人

（14.8%）

その他の仮設物、
建築物、構築物等　
2人（2.3%）

トラック
4人（4.5%）

屋根、はり、
もや、けた、合掌
12人

（13.6%）

足場
15人

（17.0%）

脚立
5人（5.7%）

開口部
9人

（10.2%）

建築物、
構築物
9人

（10.2%）
掘削用
機械
9人

（10.2%）

◎建設業の死亡災害は209人で、過去最少となりました。
しかしながら、全産業の約３割（27.8％）を占める状況
は変わりません。

設備工事
44人

（21.1%）

死亡者数
209人

土木工事
85人

（40.7%）

建築工事
80人

（38.3%）

工事の種類別死亡災害発生状況

◎死亡者数は、前年同期より17人減少し、209人となった中、
墜落・転落災害は、75人から88人に増加しています。

◎前年同期と比較すると、掘削用機械（３人から９人）、足場（10
人から15人）、開口部（４人から９人）の増加が目立っています。

342342 327

377367

1,093

1,0301,030
1,057

972 978
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269
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755
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２
年

令
和
３
年
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年
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和
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年
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年
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６
年

平
成
30
年

平
成
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年

平
成
28
年

平
成
27
年

平
成
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年

平
成
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年

平
成
24
年

309

909
802

258

昭和36年
6,712 
昭和36年
6,712 

ピークピーク

昭和36年
2,652
昭和36年
2,652

昭和47年
「労働安全衛生法」制定
昭和47年
「労働安全衛生法」制定

昭和39年
建災防設立
昭和39年
建災防設立

平
成
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年
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成
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年
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成
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年

平
成
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年

平
成
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年
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５
年
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成
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年
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年
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年
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年
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全　産　業
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※�「三大災害発生状況」：「墜落・転落災害」と「崩壊・倒壊災害」の件数は、事故の型別、「建設機械・クレーン等災害」の件数は、起因
物による分類です。

事故の
型

業種

墜
落
・
転
落

転
倒

激
突

飛
来
・
落
下

崩
壊
・
倒
壊

激
突
さ
れ

は
さ
ま
れ
・�

巻
き
込
ま
れ

切
れ
・
こ
す
れ

踏
抜
き

お
ぼ
れ

高
温
・
低
温
物�

と
の
接
触

有
害
物
と
の�

接
触

感
電

爆
発

破
裂

火
災

交
通
事
故

（
道
路
）

交
通
事
故�

（
そ
の
他
）

動
作
の
反
動
・�

無
理
な
動
作

そ
の
他

分
類
不
能

合計

全産業 20,543 36,604 5,646 5,476 1,751 5,658 12,884 7,169 205 33 4,257 651 95 71 53 62 6,845 148 21,449 2,842 305 132,747

建設業 4,265 1,560 462 1,115 365 693 1,482 1,152 81 8 364 81 43 11 13 16 483 10 883 112 16 13,215

割合（％） 20.8% 4.3% 8.2% 20.4% 20.8% 12.2% 11.5% 16.1% 39.5% 24.2% 8.6% 12.4% 45.3% 15.5% 24.5% 25.8% 7.1% 6.8% 4.1% 3.9% 5.2% 10.0%

（人）
4 令和７年の休業４日以上の死傷災害発生状況

3 月別死亡災害発生状況（令和７年）

0

10

20

30

22
13

19 18 21
12 14 16

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

18 20 17 19

30

20

10

0

（人）

死亡者数
22人

その他の装置、設備
1人（4.5%）

その他の材料
1人（4.5%）

石、砂、砂利
1人（4.5%）

クレーン
1人（4.5%）

機械装置
1人（4.5%）

建築物、
構築物
9人

（40.9%）

地山、岩石
8人

（36.4%）

死亡者数
77人

不整地運搬車
3人（3.9%）

乗用車、バス、バイク
3人（3.9%）

エレベータ、リフト
3人（3.9%）

クレーン
3人（3.9%）

移動式クレーン
3人（3.9%）

その他
11人

（14.3%） 掘削用機械
19人

（24.7%）

解体用機械
3人（3.9%）

トラック
17人

（22.1%）整地・運搬・
積込み用
機械
8人

（10.4%）高所作業車
4人（5.2%）

建設機械・クレーン等災害 崩壊・倒壊災害

2 熱中症による死亡災害発生状況（令和５年～令和７年）

（令和7年12月末速報値）

� （人）
業種

年
建設業（割合） 全産業 月別発生状況（全産業）

5月以前 6月 7月 8月 9月 10月以降
令和7年 5（33.3％） 15 0 1 8 3 3 0
令和６年 8（26.7％） 30 0 0 17 12 1 0
令和５年 11（39.3%） 28 0 1 16 9 2 0

7
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令和８年度　全国安全週間・ STOP ! 熱中症クールワークキャンペーン用品のご案内

8

「建設の安全」号外　昭和 43 年 8 月 16 日第三種郵便物認可／令和８年 ６月１日発行／定価 50 円［無断転載禁止］
発行所 建設業労働災害防止協会 東京都港区芝 5−35−2（郵便番号108−0014）電話03（3453）8201

この週間行事計画表を参考にして、現場独自の「安全週間行事計画表」を作成しましょう。
行事

月日
項　目 実　施　内　容

７月
１日
 （水）

趣 旨 徹 底 の 日
（国民安全の日）

１．社長メッセージの伝達
２．「安全の誓い」による作業員の決意表明
３．安全週間の意義と重要性の強調並び
に行事予定の説明

４．安全衛生集会の開催
５．安全に関するポスター、たれ幕等の
掲示

２日
 （木） 総 点 検 の 日

１．保護帽・安全帯・手袋・防じんマスク等
の保護具の点検と着装の確認

２．工事用機械・工具・足場等の作業設備・
作業環境等の点検・整備

３日
 （金） パトロール の日

１．安全パトロールの実施
２．足場等からの墜落・転落防止対策の確認
３．車両系建設機械の月例・日常点検の確認
４．有資格者の配置の確認
５．持込機械等使用届の処理と持込機械受理

証（ステッカー）の添付の有無を確認

行事
月日

項　目 実　施　内　容

４日
 （土）ゆっくりと休養

５日
 （日）明日からの労働に備えて英気を養う

６日
 （月） 安全教育の日

１．熱中症予防に関する教育の実施
２．事例研究会等の開催
３．「不安全行動防止」「ヒヤリハット」に

関する検討会の実施
４．DVD等の視聴覚教材を活用した安全

衛生教育の実施
５．緊急時訓練の実施

７日
 （火）

反 省 の 日
（安全会議・安全
大会等の開催）

１．安全週間を通しての反省、今後の安全
管理のあり方 ･取組方等について討議
･検討

２．優良協力会社 ･作業グループ、個人等
の表彰

●実施要領についてのお問い合わせは、建設業労働災害防止協会 業務部 広報課 （TEL 03ｰ3453ｰ8202）までお願いします。

資料２ 令和 8年度全国安全週間行事計画表（例）

（敬称略・社名の五十音順）
広報企画委員会  委員名簿

委員⻑	 豊　澤　康　男	 （一社）仮設工業会　会長
委　員	 清　水　直　樹	 ㈱大林組　安全本部　建築安全管理室兼土木安全管理室　部長
　〃	 矢　𥔎　智　彦	 清水建設㈱　安全環境本部　安全部長
　〃	 稲　　　直　人	 大成建設㈱　安全本部　安全部長

委　員	 松 岡　香 世 子	 �㈱竹中工務店　生産本部　役員補佐（安全環境担当）
　〃	 笠　原　康　雄	 飛島建設㈱　安全環境部　担当部長
　〃	 石　沢　正　弘	 （一社）日本建設軀体工事業団体連合会　副会長
　〃	 青　木　　　亨	 前田建設工業㈱　安全環境部長

安全週間
№ 880010
ポリエステル製

（240 × 70 cm）紐付
定　　価 2,024 円
会員価格 1,815 円

5 枚以上

スローガン
№ 880011
ポリエステル製

（240 × 70 cm）紐付
定　　価 2,024 円
会員価格 1,815 円

5 枚以上
（安全週間） （スローガン）

全国安全週間ミニのぼり
（10 枚 1 組）　№ 880030
ポリエステル製（31×10㎝）
定　　価 7,832 円
会員価格 7,051 円

※社名印刷対象外

佐々木　美玲
№ 760701
Ｂ２判（73 × 52 ㎝）
定　　価 275 円
会員価格 242 円

50 枚以上

安全週間ワッペン

STOP！熱中症クールワークキャンペーンポスター・のぼり

安全週間横幕

№ 1　佐々木　美玲　　　　　　　　　  № 760101
№ 2　夏の渓谷（スローガン）　　　　　№ 760102
B2 判（73 × 52㎝）
定価 各 275 円　会員価格 各 242 円　� 50 枚以上

安全週間ポスター 安全週間のぼり

安全週間ミニのぼり
№2　夏の渓谷（スローガン）

№ 880910
ポリエステル製

（240 × 70 cm）紐付
定　　価 2,024 円
会員価格 1,815 円

5 枚以上

スローガン　№ 880021
ポリエステル製

（70 × 220 cm）紐付
定価 2,024 円　会員価格 1,815 円

安全週間　№ 880020
ポリエステル製

（70 × 220 cm）紐付
定価 2,024 円　会員価格 1,815 円

＊表示価格：消費税込み

建災防 EC サイトのご案内
建災防の図費・用品等は、EC サイトからご注文ください。
なお、建災防 EC サイトの利用にあたっては、事前に利用
者登録が必要となります。
ご利用には、承認（※）が必要なため、利用者登録にお時
間を要します。
余裕を持って、ご登録くださいますようお願いいたします。
https://www.shop. kensaibou. or. jp/

建災防　教材開発センター　TEL：03-3453-3391

№ 780030
10 枚 1 組　ビニール製

（7.5 × 6cm）
定　　価 1,100 円
会員価格　 990 円

50 組以上

建災防
図書・用品
販売サイト

DIC C263


